
鳴沢村では、安⼼して⼦どもを⽣み育てられるとともに、⼦ども⾃⾝が安⼼して健やかに育
つよう社会全体で⼦育てを⽀援していくことを⽬的に「第１期 ⼦ども・⼦育て⽀援事業計画
（平成27年度〜令和元年度）」を策定し、妊娠期から産後ケアを⽬的とした健診の増加、⼦育
て⽀援拠点（遊学館）の充実、放課後児童クラブの対象者の拡充、⼦ども医療費助成の対象年
齢の拡⼤など、切れ⽬ない⼦育て⽀援に取り組んでまいりました。
令和元年度に第１期となる⼦ども・⼦育て⽀援事業計画が終了したことから、法改正や新制

度を反映させ新たに５年間を計画期間とする「第２期鳴沢村⼦ども・⼦育て⽀援事業計画」を
策定しました。

本計画は、⼦ども・⼦育て⽀援法 第61条に基づく法定計画として、基本指針に即し、5年を
1期として策定するものです。また、次世代育成⽀援対策推進法第８条に規定する次世代育成
⽀援地域⾏動計画として、次世代育成に関して引き続き取り組むべき内容についても定めてい
ます。
この計画の策定に当たっては、本村のあるべき姿と進むべき⽅向性について基本的な⽅向を

定めた「⻑期総合計画」や「鳴沢村⼈⼝ビジョン・総合戦略」をはじめ、効果的かつ施策推進
の視点から、健康増進計画、障害者福祉計画等、関連計画と連携し、⺟⼦保健を包含的にとら
え整合性を図ります。

本計画は、第１期⼦ども・⼦育て⽀援事業計画を
継承し、令和２年度を初年度とし、計画期間を令和
６年度までとする５か年計画となります。
また、計画は５年を１期とされていることから、

令和６年度中に第２期計画の⾒直しを⾏い、令和７
年度を始期とする第３期計画の策定を予定していま
す。



１ 母子の健康確保・増進への支援

安心して妊娠・出産・子育てし、子どもが健やかに育つ環境づくり

１ 安全な妊娠・出産への⽀援 ２ 新⽣児訪問・産婦訪問指導
３ 乳幼児健康診査および事後指導の充実 ４ 学校保健安全法による健康診査等の充実
５ ⺟と⼦の疾病予防対策の推進 ６ ⺟と⼦の⻭科保健対策の推進
７ ⼩児救急法講習会の充実 ８ ⼦ども医療費助成の充実
９ ⺟⼦愛育会活動の充実 10 ⼦ども料理教室の実施
11 給⾷を通じての⾷に関する指導の充実

２ 小児医療の充実

１ かかりつけ医の普及 ２ ⼩児救急医療体制の整備

３ 思春期保健対策の推進

１ 思春期のこころのケアに関する体制の整備 ２ たばこ・アルコール・薬物に関する教育の推進
３ 性教育の推進

４ 子どもを取り巻く有害環境及び犯罪被害対策の推進

１ 有害環境の浄化 ２ 情報モラル・情報リテラシー教育の推進
３ 地域安全情報の提供、共有化

１ 保育サービスの充実

１ 要保育児童数に⾒合った受⼊れ体制の確保 ２ 多様なニーズに対応した保育サービスの充実
３ 保育サービスの質の向上 ４ 地域に開かれた保育所の構築

ゆとりを実現する子育て支援

２ 子育ての不安や悩みの解消

１ ⼦育て相談、情報提供の充実
２ 親同⼠のコミュニケーションによる不安や悩みの解消

３ 地域における子育て支援サービスの充実

１ 住⺠の⼦育て⽀援活動の拠点整備 ２ 遊学館の充実

４ 経済的支援の充実

１ 保育料等の優遇 ２ チャイルドシート購⼊費の補助
３ 各種制度の継続的実施と周知徹底



１ 子どもの人権に関する意識啓発

１ ⼦どもの⼈権に関する意識啓発

２ 子どもへの虐待防止対策の充実

１ 児童虐待に関する啓発活動の推進 ２ 相談機能の充実
３ 関係機関等の連携 ４ 児童虐待の通報先の広報
５ 育児不安を抱える家庭への⽀援 ６ 地域における⾒守り体制の充実

３ 支援や配慮を必要とする家庭・子どもへの施策の充実

１ 相談事業の充実 ２ ⽣活⽀援の充実

４ 障害・発達に不安のある児童への施策の充実

１ 相談・指導・療育体制の充実 ２ 障害のある乳幼児への保育の拡充
３ 障害のある乳幼児への⽣活⽀援 ４ 障害のある児童への就学⽀援
５ 障害のある児童への就業⽀援

１ 次代の親の育成

１ 学校教育や⽣涯学習などを通じた⺟性・⽗性意識の育成
２ 中学・⾼校⽣と乳幼児のふれあい体験の推進

心身ともにたくましい人づくり、親づくり

２ 家庭教育の充実

１ 家庭教育に関する学習機会の充実 ２ 親⼦のふれあい事業の充実

３ 子どもの「生きる力」の育成に向けた学校教育の充実

１ 確かな学⼒の向上 ２ 豊かなこころの育成
３ 信頼される学校づくり

４ 地域の教育力の向上

１ 地域における⼦育て意識の啓発 ２ 地域の⼈材の活⽤・育成
３ ⼦育て関連機関の連携強化 ４ 地域ぐるみで⼦どもを育てる活動の推進
５ 地域におけるスポーツ活動の推進 ６ 地域における⽂化活動の推進
７ 多様な企画・参加型の体験学習の推進

１ 安全・安心な環境整備

１ 安全な道路交通環境の整備 ２ 公共施設のバリアフリー化
３ 地域の⾃主防犯活動の推進 ４ 防犯灯の設置

２ 屋内外の遊び場の整備と有効活用

１ 屋外の遊び場の整備 ２ 屋内の遊び場の整備

３ 子どもの交通安全を確保するための活動の推進

１ 交通安全意識の啓発・⾼揚

要保護児童へのきめ細やかな取り組み

子育てにやさしい生活環境の整備と子どもの安全の確保



計画を、計画的、効果的に実施するた
めに、策定後の事業実施の状況の評価・
検証を⾏い、社会構造の変化等、必要に
応じて改善に向けた動きがとれるような
形で推進していきます。

積極的な計画推進につなげるため、ホー
ムページへの掲載、概要版の作成・配布等
を⾏い、計画の周知に取り組みます。

積極的な計画推進につなげるため、概
要版の作成・配布等を⾏い、計画の周知
に取り組みます。また、村ホームページ
の⼦育て・教育に掲載しています。


